
協同農業普及事業交付金（継続）

１．目的

農業改良助長法に基づき、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な

知識を取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県が農林水産省

と協同して行う農業に関する普及事業を助長するため、国は都道府県に対し協同農業普

及事業交付金を交付する。

２．事業の内容（対象経費）

（１）普及指導員の設置

（２）普及指導員の活動

（３）普及指導センターの運営

（４）普及指導協力委員の活動

（５）農業者研修教育施設の運営

（６）普及指導員の研修

（７）農村青少年団体の指導者育成

３．経緯

、 （ ） 、当該予算は 農業改良助長法 昭和２３年法律第１６５号 に基づく法律補助であり

昭和５１年度までは農業改良普及事業費補助金、農業改良助長法の改正により昭和５２

年度から協同農業普及事業負担金となった。

また、農業改良助長法の改正により、昭和５８年度からは都道府県の自主性の発揮を

促進するとともに、協同農業普及事業の効率的、弾力的な運営を図る見地から、従来の

個別経費の積み上げによる定率負担金から、その基礎的な部分については、標準、定額

による協同農業普及事業交付金とされた。

さらに、平成６年度において、蚕糸業に関する普及事業が協同農業普及事業に統合さ

れた。
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